
   ふるさと白浜応援寄附金に係る返礼品取扱等基準 

 

平成28年８月１日制定 

令和３年７月２日改正 

令和５年８月25日改正 

令和７年４月７日改正 

 

第１ 対象事業者 

  法人、その他の団体及び個人事業者であるもののうち、次の各号に該当するものとす

る。 

 ⑴ 代表者等が、白浜町暴力団排除条例（平成２３年白浜町条例第１５号）第２条第１

号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力

団員等に該当していないこと。 

 ⑵ 各種法令、条例等に沿った商品又はサービスの提供を行っていること。 

 ⑶ 電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有し、インターネットによる処

理対応が可能であること。 

 ⑷ 個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）及び関係法令を遵守することができること。 

 ⑸ 返礼品の発送依頼後、速やかに返礼品の発送ができること。ただし、期間限定又は

数量限定である返礼品を除く。 

 

第２ 返礼品取扱事業者の選定 

  ふるさと白浜応援寄附金にかかる返礼品取扱事業者としての選定を受けようとする事

業者は、次に掲げる書類を町長に提出し、審査を受けるものとする。 

⑴ふるさと白浜応援寄附金返礼品取扱事業者選定申出書（様式１号） 

⑵誓約書（様式第２号） 

 

第３ 返礼品の対象 

  返礼品は、対象事業者又は町長が適当と認めた事業者において取り扱われている町の

魅力の発信及びＰＲにつながる産品であって、平成３１年４月１日総務省告示第１７９

号及び関係法令を遵守した返礼品等（以下、地場産品という。）でなければならない。 

 

第４ 返礼品の対象外 

  次の各号のいずれかに該当する産品は、返礼品の対象外とする。 

 ⑴ 地場産品に該当しないもの 

 ⑵ 寄附額に対し返礼割合が百分の三十を超えるもの 

 ⑶ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めないもの。ただし、期間限定又は数

量限定で供給可能なものを除く。 

 ⑷ その他 返礼品として、町長が不適当と認めたもの 

 



第５ 返礼品の価格 

  返礼品の価格には、次の各号を含むものとし、価格上限は、設定しないものとする。 

 ⑴商品代 

 ⑵消費税及び地方消費税 

 ⑶梱包代 

２ 送料は別途精算するものとし、掲載先のポータルサイトでの取扱いが別にある場合は

、それに従うものとする。 

 

第６ 返礼品の取扱数 

  返礼品取扱総数及び対象事業者ごとの返礼品取扱数の上限は原則定めない。 

 

第７ 返礼品の応募受付 

  対象事業者からの返礼品の取扱いに係る申込受付については、随時行うものとする。 

 

第８ 提出書類 

  町は、対象事業者からの返礼品の応募に際し、必要な書類の提出を求めることができ

る。 

 

第９ その他 

  この基準の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 ⑴ この基準は、平成２８年１１月１日から施行する。 

 ⑵ この基準の施行のために必要な準備行為は、この基準の施行日前においても行うこ

とができる。 

 ⑶ 改正前のふるさと白浜応援寄附金に係るお礼産品取扱等基準の規定によるお礼産品

の取扱いについては、この基準の施行後も、なお従前の例による。 

 

   附 則 

 ⑴ この基準は、令和３年７月２日から施行する。 

 ⑵ 改正前のふるさと白浜応援寄附金に係るお礼産品取扱等基準の規定によるお礼産品

の取扱いについては、この基準の施行後も、なお従前の例による。 

 

   附 則 

  ⑴ この基準は、令和５年８月２５日から施行する。 

 

   附 則 

  ⑴ この基準は、令和７年４月７日から施行する。 

 


